
※　施設の設置目的や施策の達成度を客観的に評価するため、指定管理者の募集において示した成果指標。
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道保川公園

ボランティア参加者数
（人）

指定期間

施設概要

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

平成25年度 平成26年度

施設の設置目的

施設設置条例の名称

施設所管課の名称

項目（単位）

公共の福祉の増進に資する。（都市公園法第1条）
市民の憩いの場及び市街地のみどりの創出を図る。

◆道保川公園（昭和５９年供用開始、７.７１ｈａ）　：　相模原近郊緑地保全地区内に位置し、良好な
自然環境を有する風致公園である。自然のなかで、じかに野鳥や植物の観察などを体験しなが
ら、自然への認識を深めることができる。野鳥観察ゾーン・山野草観察ゾーン・森林生態観察ゾー
ン・水生動植物観察ゾーン等がある。

活動回数実績（回） 319

::■ 指定管理者制度導入施設　モニタリング・シート ■::

１　基本事項

２　管理実績

３　成果指標の達成度

公の施設の名称

指定管理者の名称

延べ参加者実績（人）

ボランティアの全体登録者数（人）、活動回数（回）、延べ参加者数（人）

指標に対する過去の実績値から目標値を設定し、それに対する達成度を算出する。
達成度＝実績値/目標値
＊活動回数、延べ参加者については実績のみ。

平成30年度

ボランティア全体登録数
目標値（人）

ボランティア全体登録数
実績（人）

達成度（％）

項目（単位）

平成29年度

―

令和1年7月31日評価年月日：

指標名（単位）

指標式と指標の説明

― 186

平成30年度

公園課

平成26年4月1日から平成3１年3月31日まで

相模原市都市公園条例
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コメント

財務状況の
適正性

指標名（単位）

A

施設の設置目的の
達成度

評価

S

【利用者満足度の向上度】の評価基準
※モニタリング基礎シート（様式２）における“達成度”の内容について、次の基準により評価する。
Ｓ：当該年度の達成度が１１０ ％以上
Ａ：当該年度の達成度が１００％以上１１０ ％未満
Ｂ：当該年度の達成度が　９０％以上１００％未満
Ｃ：当該年度の達成度が　８０％以上　９０％未満
Ｄ：当該年度の達成度が　８０％未満

利用者満足度の
向上度

S

４　評価

ボランティアの登録人数、活動回数、参加者数は前年に比べて全て増加
した。ボランティアの確保、育成はなかなか難しいが、公園運営を円滑に
進めていくためにもボランティアの力は不可欠なので、新規ボランティア
の獲得と並行して、現在活動していただいているボランティアのフォローな
どをしっかりと行い、継続して活動しやすい環境の整備を期待する。

施設の管理運営については、大変良好に実施されている。
風致公園として、自然の景観を維持をしつつ、台風等による倒木等もある
ので、利用者の安全を第一に考え、点検を含めた日常管理に努めていた
だきたい。

後半の調査においては、全体の満足度及びスタッフ対応の満足度ともに
満足・やや満足の項目のポイント100％であったことは、指定管理者の努
力の成果と思われる。
風致公園という難しい位置づけになっているが、今後も公園の特性を活
かし、利用者が満足するサービスを提供し続けていただきたい。

予算の執行状況については、収入が支出を大きく上回り、良好な財務状
況を維持するとともに、剰余金を公園施設の改修や更新に充て、利用者
の利便性の向上に努めているの点は大いに評価できる。
今後もこの良い財務状況を維持していただきたい。
※この項目はグループ全体の収支状況を評価する。

事業・業務の
履行状況 A

【財務状況の適正性】の評価基準
※モニタリング基礎シート（様式３）における“３　指定管理者の団体本体の経営状況”の内容について、次の基準により評
価する。
Ｓ：評価対象年度の決算において、収入が支出を上回っており、かつ選考委員会による意見として本体の経営状況に「特
段の課題はない」とされた場合
Ａ：評価対象年度の決算において、本社等からの繰入れを行っておらず（収支が一致している。予定外の自主事業等へ
対応した場合を除く）、選考委員会による意見として本体の経営状況に「特段の課題はない」とされた場合
Ｂ：評価対象年度の決算において、本社等からの繰入れを行っているが（予定外の自主事業等へ対応した場合を除く）、
選考委員会による意見として本体の経営状況に「特段の課題はない」とされた場合
Ｃ：評価対象年度の決算において、本社等から繰入れを行っている（予定外の自主事業等へ対応した場合を除く）、また
は選考委員会による意見として本体の経営状況に「若干の懸念がある」とされた場合
Ｄ：評価対象年度の決算において、本社等から繰入れを行って（予定外の自主事業等へ対応した場合を除く）、選考委員
会による意見として本体の経営状況に「重大な懸念がある」とされた場合
※「財務状況の適正性」の項目については、グループ全体としての評価とする。（複数の施設をグルーピングしている場合
のみ）

※　客観的評価として以上の基準によりＳ～Ｄを判定し、選考委員会の意見を踏まえて調整することも可能とする。

【施設の設置目的の達成度】の評価基準
※モニタリング・シート（３　成果指標の達成度）における“達成度”の内容について、次の基準により評価する。
Ｓ：当該年度の達成度が１１０ ％以上
Ａ：当該年度の達成度が１００％以上１１０ ％未満
Ｂ：当該年度の達成度が　９０％以上１００％未満
Ｃ：当該年度の達成度が　８０％以上　９０％未満
Ｄ：当該年度の達成度が　８０％未満

【事業・業務の履行状況】の評価基準
※モニタリング基礎シート（様式１）における“評価②”の内容について、次の基準により評価する。
Ｓ：全ての評価項目に｢★★｣もしくは｢★｣がつき、「★★」の数が評価項目の総数の３分の２以上である。
Ａ：全ての評価項目に｢｢★★｣もしくは｢★｣つき、「★★」の数が評価項目の総数の３分の２未満である。
Ｂ：全ての評価項目が｢★｣である。
Ｃ：｢★★｣と｢★｣のどちらもつかない項目が1つある。
Ｄ：｢★★｣と｢★｣のどちらもつかない項目が２以上ある。

2



６　指定管理者選考委員会による評価

５　施設所管課による総合評価

評価実施日 平成30年7月24日

コメント

風致公園の特性を活かし、自然をありのままに残した管理を行っていただいており、バードウォッ
チングやホタル鑑賞等、自然を楽しむために多くの人が訪れる環境を整備していただいているこ
とは、大いに評価ができる。
しかし、台風等の影響により折れ枝や倒木も多く発生している。公園をより安全に、また、人が入
る公園としての樹木管理について、利用者の安全を第一に考え、手が加えられていない部分にも
手を入れ、より長く利用者に安全に自然を楽しめる環境を整えるために、計画的に剪定・伐採等を
行っていただくことを期待したい。

コメント

日常管理については非常に良くやっていただいている。様々な要望への対応を積み重ね、さらな
る高い評価を目指していただきたい。
また、風致公園だから手を入れないのではなく、利用者の安全を最優先に考え、樹木の剪定・伐
採等を行っていただきたい。
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